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特定健康診査は受けられましたか？
柔道整復師の正しいかかり方
法改正のお知らせ（出産育児一時金）
平成20年度決算
電話健康相談利用概要
ダイエットチャレンジャー決定



特
定
健
康
診
査
は
受
け
ら
れ
ま
し
た
か
？

Q A特定健康診査・特定保健指導
これまでに問い合わせのあったものをまとめてみました。

病気の予防･早期発見のために、年に一度は健康診断を
受けて健康状態を調べましょう！

40歳以上75歳未満の方は特定健康診査・特定保健指導を
受けてください！

特定健康診査を受けた方は「特定健診結果表」「問診票」※を
必ず提出してください！
※集合契約並びに個別契約の医療機関で受けられた方については、「特定健診結果表」「問診票」の提出は不要です。

「特定健診結果表」は〇×表示のものではなく、健診結果が
数値で表示されているものを提出してください！

当健康保険組合では、「家族健診料補助制度」で健康診断や
がん検診の費用の補助をしています。
「家族健診料補助制度」の補助対象となるものについては、
必ず家族健診料補助申請手続きをしてください！

Q
こ
れ
ま
で
の
健
診
と
ど
う
変

わ
っ
た
の
で
す
か
？

A
こ
れ
ま
で
は
、健
康
診
断
を
任
意

で
受
け
る
場
合
は
、市
区
町
村
が

住
民
を
対
象
に
実
施
し
て
い
た
健

康
診
断
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、

平
成
20
年
４
月
か
ら
医
療
保
険
者

に
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指

導
が
義
務
付
け
ら
れ
次
の
よ
う
に

変
わ
り
ま
し
た
。

●
40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方

医
療
保
険
者（
組
合
管
掌
健
康
保

険
、全
国
健
康
保
険
協
会
、船
員
保

険
、共
済
組
合
、国
民
健
康
保
険
）

が
加
入
者（
被
保
険
者
・
被
扶
養

者
）に
対
し
、特
定
健
康
診
査
を
実

施
し
ま
す
。

●
75
歳
以
上
の
方

各
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
て
い
る

「
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」か

ら
委
託
さ
れ
た
市
町
村
が
健
診
を

実
施
し
ま
す
。

●
40
歳
未
満
の
被
扶
養
者
の
方

健
康
増
進
法
に
よ
り
市
区
町
村
が

健
診
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。た
だ
し
、努
力
義
務
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、市
区
町
村
に
よ

っ
て
は
実
施
し
て
い
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、市
区
町
村

の
担
当
窓
口
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

Q
特
定
健
康
診
査
と
は
何
で

す
か
？

A
医
療
保
険
者
が
40
歳
か
ら
75
歳
ま

で
の
方
を
対
象
と
し
て
実
施
す
る

健
康
診
断
で
す
。生
活
習
慣
病
の

前
段
階
で
あ
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
を
予
防
・
改
善
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、被
保
険
者
の
方
は
、事
業
主

健
診（
労
働
安
全
衛
生
法
で
義
務

付
け
さ
れ
て
い
る
事
業
主
が
行
う

健
診
）の
項
目
に
特
定
健
康
診
査

の
検
査
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
場

合
は
、別
途
特
定
健
康
診
査
を
受

け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

制
度
全
般
に
関
す
る
こ
と

&
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被
扶
養
者
で
40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
皆
さ
ん



Q A特定健康診査・特定保健指導

Q
従
来
の
基
本
健
康
診
査
と
の

違
い
は
何
で
す
か
？

A
従
来
の
基
本
健
康
診
査
と
の
違
い

は
次
の
と
お
り
で
す
。

Q
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）と
は

何
で
す
か
？

A
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
病
気
が
別
々
に
進
行

す
る
の
で
は
な
く
、お
な
か
の
ま

わ
り
の
内
臓
に
脂
肪
が
蓄
積
し
た

内
臓
脂
肪
型
肥
満
が
大
き
く
関
わ

っ
て
い
ま
す
。

内
臓
脂
肪
型
肥
満
に
加
え
て
、高

血
糖
・
高
血
圧
・
脂
質
異
常
の
う
ち

い
ず
れ
か
二
つ
以
上
を
併
せ
も
っ

た
状
態
を
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）と
い

い
ま
す
。

内
臓
脂
肪
が
過
剰
に
た
ま
っ
て
し

ま
う
と
、糖
尿
病
や
高
血
圧
症
と

い
っ
た
生
活
習
慣
病
を
併
発
し
や

す
く
な
り
ま
す
。し
か
も
、ま
だ
病

気
と
は
診
断
さ
れ
な
い
予
備
群
で

も
、併
発
す
る
こ
と
で
、動
脈
硬
化

が
急
速
に
進
行
し
、心
血
管
疾
患

や
脳
血
管
疾
患
な
ど
を
引
き
起
こ

し
ま
す
。

Q
妊
娠
中
や
病
気
で
入
院
し
て

い
て
も
特
定
健
康
診
査
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
？

A
妊
産
婦
の
方
、６
ケ
月
以
上
継
続

し
て
入
院
し
て
い
る
方
、障
害
者

支
援
施
設
や
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、

介
護
保
険
施
設
な
ど
へ
入
所
し
て

い
る
方
、海
外
へ
在
住
し
て
い
る

方
な
ど
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

規
定
に
該
当
す
る
方
は
、特
定
健

康
診
査
の
除
外
対
象
者
と
し
て
取

扱
わ
れ
ま
す
。

Q
特
定
保
健
指
導
と
は
何
で

す
か
？

A
特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
よ
り
、

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

に
該
当
す
る
と
判
定
さ
れ
た
方
、

又
は
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ー
ム
の
予
備
群
と
判
定
さ
れ
た

方
を
対
象
に
行
う
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
予
防
・
改
善

の
た
め
の
保
健
指
導
で
す
。医
師

や
保
健
師
な
ど
か
ら
食
事
や
運

動
な
ど
に
つ
い
て
の
指
導
・
助
言

を
受
け
ま
す
。

従来の基本健康診査

名称

実施者

目的

関係する法律

基本健康診査

市町村

老人保健法

病気の早期発見治療

特定健康診査

医療保険者

高齢者の医療の確保に
関する法律

メタボリックシンドローム該当者、
予備群への予防改善

平成20年度からの健康診査

Q
受
診
費
用
の
支
払
方
法
は
？

A
特
定
健
康
診
査
、特
定
保
健
指
導
の

費
用
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
す
。

集合契約による
医療機関で受診した場合
受診券持参で無料
自己負担無し

個別契約の医療機関
で受診した場合
償還払い

（全額自己負担）
償還払い

（全額自己負担）

その他の医療機関
で受診した場合

オプション※

特定健康診査

特定保健指導を実施する医療機関の場合、利用券持参で無料

全額自己負担 全額自己負担 全額自己負担

全額自己負担 全額自己負担 全額自己負担

特定保健指導

&

家
族
健
診
料
補
助
制
度
の
健
診
料
補

助
対
象
分
に
つ
い
て
は
、健
診
料
補
助

申
請
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
し
て
く
だ

さ
い
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・「
家
族
健
診
料
補
助
申
請
書
」

・
自
己
負
担
分
の「
領
収
書
」

・「
特
定
健
診
結
果
表
」「
問
診
票
」

【参考】がん検診

※オプション（検診）とは、特定健康診査の検査項目以外の検査項目を追加すること。
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特
定
健
康
診
査
に

関
す
る
こ
と

Q
４
月
２
日
以
降
に
健
康
保
険

に
加
入
し
ま
し
た
。特
定
健
康

診
査
を
受
診
し
た
い
の
で
す

が
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必

要
で
す
か
？

A
そ
の
旨
連
絡
を
受
け
た
ら
、当
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
の

確
認
の
後
、対
象
者
の
方
に
は
特

定
健
康
診
査
の
ご
案
内
と
受
診
券

を
郵
送
で
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

Q
特
定
健
康
診
査
は
必
ず
受
診

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
か
？

A
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
な
か
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
何
か
罰
則
が
あ

る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。し
か
し
、み
な
さ
ん
が
病
院
に

行
か
れ
る
の
は
ど
ん
な
と
き
で
し

ょ
う
か
。「
体
の
ど
こ
か
が
痛
い
な

ど
自
覚
症
状
が
出
て
か
ら
」と
い

う
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、生

活
習
慣
病
は
、自
覚
症
状
が
な
い

ま
ま
急
速
に
動
脈
硬
化
を
進
行
さ

せ
、自
覚
症
状
が
出
た
と
き
に
は

手
遅
れ
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま

す
。

特
定
健
康
診
査
は
、病
気
を
発
見

す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、未
然
に

病
気
を
防
ぐ
た
め
に
是
非
利
用
し

て
い
た
だ
き
た
い
も
の
な
の
で

す
。年
に
１
回
の
貴
重
な
機
会
で

す
。あ
な
た
の
体
の
健
康
を
守
る

た
め
に
、ぜ
ひ
、特
定
健
康
診
査
を

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

Q
病
院
に
通
院
し
て
い
ま
す
。特

定
健
康
診
査
を
受
診
す
る
必

要
は
あ
り
ま
す
か
？

A
通
院
し
て
い
る
病
院
で
検
査
を
行

っ
て
い
て
も
特
定
健
診
の
す
べ
て

の
項
目
に
つ
い
て
、検
査
を
行
っ

て
い
な
い
場
合
は
、特
定
健
康
診

査
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。特
定

健
康
診
査
の
す
べ
て
の
項
目
に
つ

い
て
検
査
を
行
っ
て
い
る
場
合

は
、お
手
数
で
す
が
、検
査
結
果
を

当
健
康
保
険
組
合
ま
で
提
出
し
て

頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、特
定
保
健
指
導
の
対
象
者

Q
医
療
保
険
者
と
は
何
で
す
か
？

A
医
療
保
険
者
と
は
、医
療
保
険
事

業
を
運
営
す
る
た
め
に
保
険
料

（
税
）を
徴
収
し
た
り
、保
険
給
付

を
行
う
実
施
団
体
を
い
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、旭
化
成
健
康
保
険

組
合
の
場
合
は
、組
合
管
掌
健
康

保
険
組
合
と
呼
ば
れ
る
医
療
保
険

者
で
す
。国
民
健
康
保
険
の
場
合

は
市
町
村
又
は
各
国
保
組
合
、長

寿
医
療
制
度（
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
）の
場
合
は
都
道
府
県
単
位

に
設
置
さ
れ
て
い
る
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
と
な
り
ま
す
。

Q
特
定
健
康
診
査
受
診
券
に
記

載
さ
れ
た
有
効
期
限
を
超
え

て
し
ま
い
ま
し
た
。も
う
、健

診
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
か
？

A
原
則
と
し
て
、有
効
期
限
内（
平

成
22
年
1
月
31
日
ま
で
）に
特
定

健
康
診
査
の
受
診
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
集
合
契
約
を
結
ん
で
い
る
医

療
機
関
で
受
診
す
る
場
合
に
は
、

1
月
31
日
ま
で
し
か
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。受
診
券
を
使
用
し
な
い

場
合
3
月
31
日
ま
で
の
間
に
受

け
る
こ
と
は
出
来
ま
す
。受
診
券

を
使
用
し
な
い
場
合
は
、健
診
料

は
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

Q
な
ぜ
、有
効
期
限
が
1
月
31

日
ま
で
な
の
で
す
か
？

A
特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
よ
り
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候
群
と
判
定
さ
れ

た
方
、又
は
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候

群
の
予
備
群
と
判
定
さ
れ
た
方
に

は
、特
定
保
健
指
導
が
あ
り
ま
す
。

年
度
内
に
こ
の
特
定
保
健
指
導
の

実
施
期
間
を
確
保
す
る
た
め
に
有

効
期
限
が
1
月
31
日
ま
で
と
し
て

い
ま
す
。

Q
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
ま
し

た
。特
定
健
康
診
査
を
受
診

す
る
必
要
は
あ
り
ま
す
か
？

A
人
間
ド
ッ
ク
に
特
定
健
康
診
査
の

健
診
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

は
、そ
の
結
果
を
も
っ
て
特
定
健

康
診
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
の
場
合
は
、

お
手
数
で
す
が
、健
診
結
果
表
と

問
診
票
を
当
健
康
保
険
組
合
ま
で

提
出
し
て
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

平成22年1月

31
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特定健康診査・特定保健指導

Q
腹
囲
測
定
は
必
ず
受
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
？

A
腹
囲
測
定
は
、メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症

候
群
を
判
定
す
る
た
め
の
重
要
な

検
査
項
目
で
す
。ご
自
分
の
状
態

を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
に
必
ず

測
定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

Q
受
診
券
を
紛
失
し
ま
し
た
。再

発
行
し
て
も
ら
え
ま
す
か
？

A
そ
の
旨
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。直

接
窓
口
に
お
越
し
い
た
だ
い
た
場

合
は
、本
人
確
認
の
う
え
、そ
の
場

で
受
診
券
を
再
発
行
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。そ
れ
以
外
の
場
合
は
、

社
内
メ
ー
ル
が
可
能
な
方
に
は
社

内
メ
ー
ル
で
、社
内
メ
ー
ル
が
使

用
で
き
な
い
か
た
に
は
郵
送
で
送

付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

の
方
に
は
、後
日
ご
案
内
を
送
付

し
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

Q
年
度
の
途
中
で
就
職
し
、他

社
の
健
康
保
険
組
合
に
加
入

し
ま
し
た
。特
定
健
康
診
査

は
受
診
で
き
ま
す
か
？ 

A
年
度
の
途
中
で
就
職
し
、他
社
の

社
会
保
険
に
加
入
す
る
な
ど
当
旭

化
成
健
康
保
険
組
合
か
ら
脱
退

さ
れ
た
場
合
は
、就
職
先
の
事
業

主
又
は
医
療
保
険
者
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 

Q
心
電
図
や
眼
底
検
査
を
受

け
た
い
の
で
す
が
、希
望
す

れ
ば
検
査
を
実
施
し
て
も

ら
え
ま
す
か
？

A
心
電
図
や
眼
底
検
査
と
い
っ
た
詳

細
項
目
は
、血
液
検
査
等
の
値
が

基
準
値
の
範
囲
を
超
え
、か
つ
、医

師
が
必
要
と
認
め
た
と
き
に
実
施

し
ま
す
。医
療
機
関
に
よ
っ
て
は

オ
プ
シ
ョ
ン
検
診
で
検
診
を
し
て

く
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の

で
、予
約
申
込
時
に
医
療
機
関
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

Q
健
診
の
日
に
う
っ
か
り
食
事

を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

健
診
は
受
診
で
き
ま
す
か
？

A
健
診
は
空
腹
時
血
糖
を
検
査
し
ま

す
の
で
、10
時
間
以
上
の
空
腹
で

受
診
を
お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。し
か
し
、食
事
を
し
て
し
ま

っ
た
場
合
は
、そ
の
旨
を
健
診
時

に
医
師
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。受

診
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

Q
病
院
に
入
院
し
て
い
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
を
受
診
す

る
必
要
は
あ
り
ま
す
か
？

A
６
か
月
以
上
入
院
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、特
定
健
康
診
査
を
受
診
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Q
パ
ー
ト
先
で
特
定
健
康
診

査
を
受
け
る
の
で
す
が
ど

う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
？

A
健
診
が
終
了
後
、す
み
や
か
に
特
定

健
康
診
査
結
果
表
お
よ
び
問
診
票

の
写
し
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
に

関
す
る
こ
と

Q
特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な

る
か
ど
う
か
は
、い
つ
わ
か
り

ま
す
か
？

A
特
定
健
康
診
査
の
受
診
後
、特
定

健
康
診
査
を
受
診
し
た
医
療
機
関

で
健
診
結
果
の
説
明
を
受
け
ま

す
。こ
の
と
き
に
、メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
判
定
結
果
に
つ

い
て
説
明
を
受
け
ま
す
。特
定
保

健
指
導
の
対
象
者
へ
は
当
健
保
組

合
よ
り
、結
果
通
知
並
び
に
特
定

保
健
指
導
の
ご
案
内
と「
特
定
保

健
指
導
利
用
券
」を
送
付
し
ま
す
。   

な
お
、特
定
保
健
指
導
の
ご
案
内

と「
特
定
保
健
指
導
利
用
券
」は
、

特
定
健
康
診
査
の
受
診
後
、２
〜

３
か
月
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

Q
特
定
保
健
指
導
利
用
券
の
配
付

は
、い
つ
頃
に
な
り
ま
す
か
？

A
被
扶
養
者
へ
の
特
定
保
健
指
導
利

用
券
の
配
付
は
、9
月
以
降
順
次

交
付
し
ま
す
。

Q
特
定
保
健
指
導
利
用
券
の
送

付
を
受
け
ま
し
た
が
、市
外
に

転
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。転
出
先
の
居
住
地
で
特
定

保
健
指
導
を
継
続
し
て
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

A
旭
化
成
健
康
保
険
組
合
に
継
続

し
て
資
格
を
有
す
る
場
合
、転
出

先
に
て
保
健
指
導
を
受
け
る
こ

と
は
可
能
で
す
。旭
化
成
健
康
保

険
組
合
を
脱
退
す
る
場
合
は
、保

健
指
導
を
継
続
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

Q A&
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診療

特定健康
診査

Q
が
ん
検
診
を
こ
れ
ま
で
市

区
町
村
で
受
け
て
い
た
の

で
す
が
ど
う
す
れ
ば
い
い

で
す
か
？

A
が
ん
検
診
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、

市
区
町
村
で
受
け
ら
れ
ま
す
。お

住
ま
い
の
市
区
町
村
窓
口
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。市
区
町
村
の
が
ん

検
診
の
場
合
、受
診
料
も
医
療
機

関
で
受
診
す
る
よ
り
安
い
料
金
で

受
け
ら
れ
ま
す
。

Q
健
診
結
果
で
は
メ
タ
ボ
リ

ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
判

定
さ
れ
な
い
方
も
保
健
指

導
の
対
象
者
と
な
る
場
合

や
、そ
の
逆
の
場
合
も
あ
る

と
い
う
の
は
混
乱
す
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

A
特
定
健
康
診
査
で
は
、メ
タ
ボ
リ

ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
判
定
の
ほ

か
に
も
、健
診
の
結
果
を
基
に
、

生
活
習
慣
の
改
善
が
必
要
な
人

（
特
定
保
健
指
導
対
象
者
）を
抽

出
す
る
た
め
の「
階
層
化
」を
行

い
ま
す
。

「
階
層
化
」は
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
の
診
断
基
準
だ
け

で
は
な
く
、糖
尿
病
予
防
の
基
準

と
動
脈
硬
化
予
防
の
た
め
の
基

準
を
含
め
て
い
ま
す
。そ
の
た

め
、メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
に
非
該
当
と
な
っ
た
場
合
で

も
特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

予
備
群
の
一
歩
手
前
の
段
階
か

ら
生
活
習
慣
の
改
善
を
行
う
こ

と
で
、よ
り
効
果
的
な
生
活
習
慣

Q
診
療
と
の
同
時
受
診
を
し

た
の
で
す
が
、構
わ
な
い
で

し
ょ
う
か
？

A
特
定
健
康
診
査
は
診
療
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。診
療
と
同
時
に
実
施
し

て
も
混
合
診
療
に
も
な
り
ま
せ

ん
。診
療
と
同
時
に
実
施
す
る
こ

と
は
可
能
で
す
。重
複
す
る
部
分

の
費
用
に
つ
い
て
は
、特
定
健
康

診
査
を
優
先
し
て
く
だ
さ
い
。特

定
健
康
診
査
以
外
の
部
分
に
つ
い

て
は
診
療
報
酬
と
し
て
処
理
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、医
療
機
関
の
会
計
窓

口
に
領
収
書
を
別
々
に
発
行
し
て

も
ら
え
な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

Q
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守
ら
れ

る
の
か
心
配
だ
け
ど
大
丈

夫
で
す
か
？

A
当
健
康
保
険
組
合
で
は
個
人
情
報

保
護
法
に
従
い
、健
診
や
保
健
指

導
の
結
果
デ
ー
タ
を
厳
重
に
管
理

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お

り
、漏
洩
被
害
な
ど
が
あ
っ
た
場

合
は
、法
律
で
罰
則
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、実
施
機
関
は
、委
託
元
で

あ
る
医
療
保
険
者
の
個
人
情
報

保
護
規
定
を
遵
守
し
、受
診
者
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
情
報
を
守
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、同
様
に

法
律
で
罰
則
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
他

Q
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指

導
を
受
診
し
な
い
と
拠
出
金

が
増
え
る
と
聞
い
た
の
で
す

が
本
当
で
す
か
？

A
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導

に
つ
い
て
は
、健
診
の
受
診
率
、メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候
群
の
予
備
軍
の

減
少
率
な
ど
の
目
標
が
定
め
ら
れ

て
お
り
、そ
の
達
成
率
に
応
じ
て
、

長
寿
医
療
制
度（
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
）へ
の
支
援
金
が
増
減
さ

れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

受
診
を
し
な
い
と
、そ
れ
だ
け
健

康
を
冒
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る

だ
け
で
な
く
、将
来
的
に
支
援
金

が
増
加
し
、そ
の
結
果
、皆
さ
ん
が

負
担
す
る
健
康
保
険
料
が
高
く
な

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

皆
さ
ん
ご
自
身
の
健
康
の
た
め

に
、ぜ
ひ
、特
定
健
康
診
査
・
特
定

保
健
指
導
を
受
診
し
て
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
非
該
当
で
あ
る
が
特
定
保

健
指
導
の
対
象
と
な
る
場
合

6
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受　付

メタボ？

特定健康
診査

がん検診

特定健康診査・特定保健指導

Q
家
族
が
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
に
入
所
し
て
い
る
の
で
す

が
特
定
健
康
診
査
は
受
け
る

の
で
す
か
？

A
次
に
該
当
す
る
方
は
特
定
健
診
・

特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

病
予
防
が
可
能
で
す
の
で
、利
用

券
を
受
け
取
っ
た
方
は
、特
定
保

健
指
導
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

Q
特
定
健
康
診
査
と
が
ん
検

診
を
一
緒
に
受
け
ら
れ
る

の
で
す
か
？

A
医
療
機
関
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

一
緒
に
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、受
診
予
約
を
す
る

際
に
、医
療
機
関
へ
ご
確
認
く
だ

さ
い
。特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
の
介
護
保
険
施
設
、障

害
者
支
援
施
設
な
ど
に
入

所
し
て
い
る
人

病
院
等
に
6
ケ
月
以
上
継

続
し
て
入
院
し
て
い
る
人

妊
産
婦

刑
事
施
設
な
ど
に
拘
禁
さ

れ
て
い
る
人

1234

糖
尿
病
や
高
血
圧
、脂
質
異
常
症

で
継
続
的
に
医
療
機
関
を
受
診

し
、服
薬
治
療
を
行
っ
て
い
る
場

合
の
保
健
指
導
は
、主
治
医
の
指

示
の
下
で
、継
続
的
な
医
学
的
管

理
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
た
め
、特
定
保

健
指
導
の
対
象
に
は
し
ま
せ
ん
。

生
活
習
慣
改
善
に
向
け
た
取
り

組
み
を
希
望
す
る
場
合
は
、主
治

医
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
該
当
者
又
は
予
備
群
で
あ

る
が
、特
定
保
健
指
導
の
対

象
と
な
ら
な
い
場
合

Q
健
診
費
用
は
い
く
ら
ぐ
ら
い

で
す
か
？

A

集
合
契
約
に
よ
る
医
療
機
関
、個

別
契
約
の
医
療
機
関
、そ
の
他
の

医
療
機
関
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま

す
。集
合
契
約
に
よ
る
医
療
機
関

は
次
の
と
お
り
で
す
。個
別
契
約

の
医
療
機
関
、そ
の
他
の
医
療
機

関
に
つ
い
て
は
予
約
申
込
時
に
医

療
機
関
窓
口
に
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

尚
、集
合
契
約
に
よ
る
医
療
機
関

で
特
定
健
康
診
査
受
診
券
、特
定

保
健
指
導
利
用
券
を
提
示
し
て
受

診
し
た
場
合
は
、費
用
の
個
人
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

料金
特定健康診査
（基本項目）

特定保健指導
（動機付け支援）

特定保健指導
（積極的支援）

集合契約Ａの料金（消費税込み）

6,825円

7,350円

23,100円

料金
特定健康診査

（基本項目・個別健診）

特定保健指導
（動機付け支援）

特定保健指導
（積極的支援）

集合契約Bの料金（全国平均単価・消費税込み）

7,884円

9,499円

26,202円

○○病院

○○○○診査

￥6,825○○○○指導

￥7,350

Q A&
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施術内容について、健康保険組合から皆さんへ
お尋ねすることがあります

柔
道
整
復
師（

整
骨
院
・
接
骨
院
は
皆
さ
ん
の
身
近
に
あ
り
、い
つ
で
も
気
軽
に
利
用
で
き
ま
す
が
、

病
院
・
診
療
所
等
と
違
い
健
康
保
険
の
使
え
る
範
囲
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

正
し
い
受
診
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

大
切
な
保
険
料
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に）の

正
し
い
か
か
り
方

整
骨
院

接
骨
院

整骨院・接骨院からの請求のなかには、健康保険の対象とならない施術の請

求や架空請求・水増し請求といった適正に欠ける請求も一部に見受けられま

す。健康保険組合では請求内容と皆さんが実際に受けられた施術内容が一致

しているかを確認するため、施術日や施術内容等について照会させていただ

く場合がありますが、回答書への記入はご自身でお願いいたします（照会の

時期は手続き上、施術日から数ヶ月後となります）

急
性
※1

ま
た
は
亜
急
性
※2

の
外
傷
性
の

捻
挫
、打
撲
、挫
傷（
肉
離
れ
な
ど
）

病
気
の
開
始
か
ら
頂
点
ま
で
の
期
間
、

病
気
が
治
る
ま
で
の
期
間
を
表
す
こ

と
ば
に
急
性
、亜
急
性
、慢
性
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

※
1
、2

医
師
の
同
意
が
必
要
で
す
。応
急
手
当

の
場
合
は
不
要
。た
だ
し
、応
急
手
当

後
の
施
術
に
は
、医
師
の
同
意
が
必
要

で
す
。

※

1

骨
折
・
脱
臼

2 こ
の
よ
う
な
場
合
は

健
康
保
険
が
使
え
ま
す

345

外
傷
性
の
負
傷
で
は
な
い
場
合
や
、

負
傷
原
因
が
労
働
災
害
や
通
勤
災

害
に
該
当
す
る
場
合
は
、健
康
保
険

は
使
え
ま
せ
ん
。

1

仕
事
や
家
事
な
ど
の
日
常
生
活
に
よ

る
単
な
る
疲
れ
、肩
こ
り
、腰
痛
、体
調

不
調
な
ど
に
対
す
る
施
術

ス
ポ
ー
ツ
に
よ
る
筋
肉
疲
労
、負
傷
原

因
が
不
明
の
筋
肉
痛
に
対
す
る
施
術

12 こ
の
よ
う
な
場
合
は

健
康
保
険
が
使
え
ま
せ
ん

受
　
診
　
す
　
る
　
時
　
に

注
　
意
　
す
　
る
　
こ
　
と

健 康 保 険 で
使える範囲は
限られています

医
療
費（
円
）　
受
診
件
数（
件
）　
受
診
者
数（
人
）

●柔道整復師補助実績

71,246,549

12,602

3,737

18年度

70,004,382

12,475

4,017

19年度

73,311,497

13,218

4,148

20年度

負
傷
原
因
を
正
確
に

伝
え
ま
し
ょ
う

施
術
内
容
を
確
認
し
た
皆
さ
ん
の

署
名
ま
た
は
捺
印
が
あ
る
場
合
の

み
、健
康
保
険
組
合
か
ら
療
養
費
が

整
骨
院
・
接
骨
院
に
支
払
わ
れ
ま

す
。

⑴
支
払
っ
た
金
額
と
自
己
負
担
額

　

が
合
っ
て
い
る
か

⑵
受
診
回
数
は
合
っ
て
い
る
か

⑶
負
傷
名
・
負
傷
原
因
は
正
し
い
か

⑷
施
術
内
容
が
合
っ
て
い
る
か

を
確
認
し
、療
養
費
支
給
申
請
書
の

「
委
任
欄
」に
必
ず
自
分
で
署
名
ま

た
は
捺
印
し
ま
し
ょ
う
。

（
白
紙
で
提
出
す
る
の
は
や
め
ま
し

ょ
う
）

2

委
任
欄
へ
の
署
名（
捺
印
）は

自
分
で
し
ま
し
ょ
う

長
期
の
場
合
は
内
科
的
要
因
も
考

え
ら
れ
ま
す
の
で
、病
院
・
診
療
所

等
で
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

4

施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は

医
師
の
診
察
を
受
け
ま
し
ょ
う

健
康
保
険
組
合
発
行
の
医
療
費
通

知
と
内
容
を
照
合
し
ま
し
ょ
う
。領

収
書
は
所
得
税
の
確
定
申
告
の
控

除
対
象
に
な
り
ま
す
の
で
、大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

3

領
収
書
を
も
ら
い
ま
し
ょ
う

神
経
痛
・
リ
ウ
マ
チ
・
五
十
肩
・
関
節

炎
・
ヘ
ル
ニ
ア
等
の
疾
病
か
ら
く
る

痛
み
や
こ
り
に
対
す
る
施
術

打
撲
、捻
挫
が
治
っ
た
あ
と
の
漫
然

と
し
た
施
術
、マ
ッ
サ
ー
ジ
代
わ
り

の
利
用

外
科
・
整
形
外
科
で
治
療
を
受
け
、

同
時
期
に
同
じ
治
療
箇
所
に
つ
い

て
柔
道
整
復
師
に
施
術
を
受
け
る

場
合

8No.195(2009.8) Animato



接骨院

「受領委任」の場合の療養費の支払いの流れ

平
成
21
年
10
月
か
ら
、赤
ち
ゃ
ん
の
出
産

時
に
支
給
さ
れ
る
出
産
育
児
一
時
金（
家

族
出
産
育
児
一
時
金
）が
、現
行
の
38
万

円
か
ら
42
万
円（
産
科
医
療
補
償
制
度
未

加
入
の
施
設
で
の
分
娩
は
39
万
円
）に
引

き
上
げ
。

3 受領委任制度（受診者に代わって支給申請、7割）

1 施術

5 受診者からの回答

4 施術内容の照会

6 受領委任制度による療養費の支払い

2 受診者負担分支払い（3割）

整骨院・接骨院 受診者 旭化成健康保険組合

柔道整復師療養費は、「受領委任」という制度によって支払われています。受領委任制度は、整骨院・接骨院
が受診者に代わって費用を申請する制度のことをいいます。⑴支払った金額と自己負担額が合っているか
⑵受診回数は合っているか　⑶負傷者名・負傷原因は正しいか　⑷施術内容が合っているか　を確認し、
療養費支給申請書の「委任欄」に必ず自分で署名または捺印してください（白紙で提出するのはやめましょう）。

皆さんからお預かりしている大切な保険料を正しく使うため、ご協力をお願いいたします。

そ
の
1

緊
急
の
少
子
化
対
策

出
産
育
児
一時
金

現
行
38
万
円
を
42
万
円
に
引
き
上
げ

緊
急
少
子
化
対
策
の
一
環
と
し
て
、10
月

か
ら
の
出
産
育
児
一
時
金
支
給
額
の
引

き
上
げ
と
あ
わ
せ
、「
出
産
育
児
一
時
金
等

の
医
療
機
関
等
へ
の
直
接
支
払
い
制
度
」

（
健
康
保
険
組
合
が
医
療
機
関
へ
支
払
う
）

が
導
入
さ
れ
ま
す
。こ
れ
に
よ
り
、被
保
険

者
は
、健
康
保
険
組
合
に
わ
ざ
わ
ざ
一
時

金
の
請
求
や
受
け
取
り
代
理
の
申
請
を

せ
ず
に
す
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
の
2

緊
急
の
少
子
化
対
策
の
一
環
と
し
て

出
産
育
児
一時
金
等
の
医
療
機
関
等
へ
の

直
接
支
払
い
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す

平
成
21
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
23
年
３
月
31

日
ま
で
の
出
産
が
対
象
で
す
！

直
接
、医
療
機
関
等
に
出
産
育
児
一
時
金
が

支
払
わ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
方
は
、出
産

後
に
本
人
に
支
払
う
現
行
制
度
を
ご
利
用
い

た
だ
く
こ
と
も
可
能
で
す
。そ
の
場
合
は
、現

金
で
医
療
機
関
等
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

新制度出産育児一時金の流れ

被保険者

健康保険
組合

医療
機関等

社会保険診療
報酬支払基金

国保連
正常分娩
の場合

異常分娩
の場合

1 出産

3 一時金請求

5 一時金
支払

4 一時金支払

2 一時金請求

法
改
正
の
お
知
ら
せ
　平
成
21
年
10
月
か
ら

※
詳
細
に
つ
い
て
は
次
号
の
ア
ニ
マ
ー
ト
10
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

家
族
出
産
育
児
一
時
金
を
含
む

9

健保組合
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保
険
料
収
入
は

　
　
　
対
前
年
度
で
増
収

　

保
険
料
収
入
は
、平
均
標

準
報
酬
月
額
の
減
少
は
あ

っ
た
も
の
の
、人
員
増
及
び

賞
与
増
に
よ
り
、合
計
で
増

収
と
な
り
ま
し
た
。

健
康
保
険
収
入

DATA

■被保険者数　25,267人　(前年度比1,680人増)
■平均標準報酬月額　42万1,264円　(前年度比14,054円減)
■総標準賞与額　540億8,839万8千円　(前年度比5億5,582万2千円増)

雑収入：1億1,958万円
健康保険組合が保有する準備金や積立金から生じた利子
収入、第三者行為回収金、高額医療費貸付回収金などです。

国庫負担金・補助金収入：953万4千円
事務費に対する国からの補助金です。

健康保険料収入：
　124億7,344万3千円
被保険者のみなさんの給料や賞
与から納めていただきます。

病院診療所収入：2億4,529万5千円

調整保険料収入
財政調整事業交付金

：2億2,142万7千円
：1億4,935万6千円

経常外収入：3億7,078万3千円

前年度繰越金：7億1,640万1千円

介
護
保
険

決算のお知らせ

平成20年度

①
第
2
被
保
険
者
１
人
当
り
給
付

金
額
は
4
9
、6
3
3
円
。

②
保
険
料
率
は
9
・
0
0
／

1
0
0
0

（
前
年
度
据
え
置
き
）。

納
付
対
象
者（
保
険
料
徴
収
対
象

者
）の
増
に
よ
る
保
険
料
収
入
増

に
よ
り
納
付
金
を
賄
い
ま
し
た
。

（単位：千円）

介護保険収入

繰越金

準備金繰入金

雑収入

一般勘定受入

計

収　入

1,095,172

140,822

0

0

0

1,235,994

（単位：千円）

介護納付金

還付金

次年度繰越金

計

支　出

999,410

768

235,816

1,235,994

収入総額
139億3千5百万円

経常収入
128億4千7百万円

close up

収 入

　

第
2
2
7
回
組
合
会
は
7
月
7
日
東

京
に
て
開
催
さ
れ
平
成
20
年
度
の
収
入

支
出
決
算
及
び
事
業
報
告
な
ど
を
審

議
、原
案
通
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
20
年
度
の
決
算
は
、事
業
主
お
よ
び

被
保
険
者
の
み
な
さ
ま
の
お
か
げ
で
、経
常

収
支
差
で
7
2
2
百
万
円
の
黒
字
と
な
り
ま

し
た
。ま
た
、対
予
算
で
も
経
常
収
支
差
で

1
、2
1
3
百
万
円
好
転
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、高
齢
者
納
付
金
・
支
援
金
等
、国

へ
の
拠
出
金
合
計
額
が
保
険
料
収
入
の
40
・

5
%
を
占
め
、依
然
と
し
て
財
政
を
圧
迫
し

て
い
ま
す
。医
療
制
度
改
革
が
順
次
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
が
、医
療
保
険
制
度
を
と
り
ま

く
環
境
は
今
後
も
厳
し
い
状
況
に
な
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。
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メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
フ
ォ
ロ
ー
な
ど
を
実
施

　

平
成
20
年
度
は
、日
々
の
健
康
づ
く
り
に
役

立
て
て
い
た
だ
く
た
め
の
事
業
と
し
て
、疾
病

予
防（
定
期
健
診
、イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
補
助
、家

族
健
診
、メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
フ
ォ
ロ
ー
、特
定
保

健
指
導　

等
）を
実
施
し
ま
し
た
。

保
健
事
業
費

4
、4
3
0
万
7
千
円

●「
医
療
費・保
険
給
付
金
の
お
知
ら
せ
」の
発
行

●
機
関
紙「
ア
ニ
マ
ー
ト
」の
発
行

●
育
児
情
報
誌「
赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
」・

　
「
1
・
2
・
3
歳
」配
付

●
48
歳
対
象
者
情
報
誌「
ヘ
ル
ス
&
ラ
イ
フ
」配
付

保
健
指
導
宣
伝
費

2
億
3
、5
2
2
万
円

●
定
期
健
診
を
実
施

●
家
族
健
診
を
実
施

●
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
サ
ポ
ー
ト
を
実
施

●
歯
科
健
診
を
実
施

疾
病
予
防

営繕費：2,575万8千円
財政調整事業拠出金：2億1,868万8千円

経常外支出：2億4,444万6千円

法定給付費:60億6,636万3千円
保険給付費：62億5,100万7千円

保健事業費：4億2,351万1千円

直営診療所（延岡）の運営費です。
病院診療所費：2億3,220万8千円

健康保険組合を運営するための費用です。
事務所費・組合会費：1億5,021万7千円

健康保険組合連合会に納める会費や、消費税、組合運営
上必要な雑費などです。

雑支出・還付金・その他：2,322万6千円

法律で定められた健康保険組合が必ず給付しなければな
らない医療費や、出産・埋葬などの手当金です。
付加給付費:1億8,464万4千円
法定給付にさらに上乗せをした当組合独自の給付金です。

老人保健拠出金：2億9,356万9千円

前期高齢者納付金・他：36億9,651万8千円
拠出金：50億4,555万2千円

老人医療費を賄うための財源を健康保険組合などが負担します。
退職者給付拠出金：10億5,546万5千円
高齢退職者とその家族にかかった医療費を賄うための財源を健康保険
組合などが負担します。

みなさんの健康づくりに役立てていただくための保健事業に
かかった費用です。

支出総額
123億7千万円
経常支出

121億2千百万円

　

保
険
給
付
費
は
被
保
険
者
１
人
当
た
り
金
額

が
対
前
年
度
1
・
5
％
の
減
で
済
み
ま
し
た
が
、

人
員
増
に
よ
り
対
前
年
度
よ
り
給
付
増（
１
人

当
り
金
額
…
2
4
7
、3
9
8
円
、給
付
費
の
保

険
料
に
占
め
る
割
合
…
50
・
1
%
）と
な
り
ま
し

た
。

保
険
給
付
費

新
た
な
高
齢
者
医
療
制
度
負
担
金
に
よ
り
増
加

（
毎
年
増
加
し
て
い
く
傾
向
）

（
保
険
料
に
占
め
る
割
合
…
40
・
5
%
）

拠
出
金

close up

支 出

理事長交代のお知らせ
7月8日付で、理事長の交代がありましたので
お知らせいたします。
（新任）理事長　田中　英樹　（人財・労務部　人事制度グループ）
（退任）理事長　元田　勝人　（人財・労務部）

収支差引額：15億6,487万円
経常収支では…7億2,223万3千円

公　　　告
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ご
活
用
く
だ
さ
い

～01：00
～02：00
～03：00
～04：00
～05：00
～06：00
～07：00
～08：00
～09：00
～10：00
～11：00
～12：00
～13：00
～14：00
～15：00
～16：00
～17：00
～18：00
～19：00
～20：00
～21：00
～22：00
～23：00
～24：00

（人）

女

男

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

0

0

200

200

400

400

300

100

500

600

800

1000

250200150100500

ご
利
用
時
は
、お
名
前（
匿
名
可
）・
年
齢
を
告
げ
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ご
本
人
と
配
偶
者
及
び
被
扶
養
者
の
方
々
が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

（人）

（人）

（人）

平成
17年

平成
18年

平成
19年

平成
20年

健
康
相
談

■
相
談
者
数
推
移

■
電
話
が
あ
っ
た
時
間
帯

■
相
談
者（
相
談
し
た
人
）の
年
齢

20
年
度
も
た
く
さ
ん
の
人
が「
電
話
相
談
」

を
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
概
要
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

386

864

529
1,960

539
1,900

1,657

2,561

23
17
11
9
10
15
34

68
108

185
236

150
122
130

165
181
178

148
116
118

149
119
112

35

■
相
談
対
象
者

　（
誰
の
こ
と
を
相
談
し
た
か
）の
年
齢

無料電
話
で

プライバシーは
厳守されます

健
康
相
談

0
0

0 1
3

152

125

93

386

311

69 55 28

405

497 239

103 91

37

898 910 381

68 26

小学生 中学生 高校生19～20 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

小学生幼児乳児 中学生 高校生19～20 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

不明：0

不明：0
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（人）

（人）

0 5 10 15 20 25 30 35 40

200 400 600 8000

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500

※プライバシーは厳守されるシステムになっていますので、安心してご利用ください。

（件）

■
相
談
内
容

　（
ど
ん
な
こ
と
を
相
談
し
た
か
）

■
相
談
診
療
科
目

■
メ
ン
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
に
関
す
る
相
談
件
数

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談

平
成
18
年
4
月
〜
平
成
20
年
3
月
末
ま
で
の
概
要
は
次
の
通
り
で
す
。

健診・ドッグに関して
健康の保持増進
気になる症状
家庭看護

治療に関して
母子保健
育児相談

夜間・休日医療機関案内
ストレス及びメンタルヘルス

紹介・手配・その他

■
相
談
し
た
症
状（
主
な
も
の
）

■
地
区

宮崎 233
大分 39

山口 68

岐阜 10

千葉 94

岡山 124
兵庫 31
京都 63
滋賀 80 埼玉 109

福岡 27

大阪132
三重 62
愛知 116
静岡 226

神奈川 363
東京 295

その他：367

（
職
場
内
）

主
　
訴

（
職
場
外
）

技
能
能
力

給
与
待
遇

職
場
環
境

勤
労
意
欲

休
職
問
題

12
人

3
人

1
人

5
人

3
人

夫
婦
問
題

子
供
問
題

恋
愛
結
婚

経
済
問
題

健
康
問
題

住
宅
問
題

近
隣
関
係

本
人
性
格

人
生
観

14
人

11
人

3
人

3
人

9
人

5
人

2
人

21
人

1
人0120-878-142ドクターダイヤル

0120-249-388メンタルヘルス相談
0120-249-388健康相談

101 5
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平
成
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年
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決定

６ヶ月間のダイエットチャレンジがいよいよ始まりました。
自分の立てた目標体重に向かって頑張っていきます。
今回は、メンバー紹介と半年間の抱負を掲載します。

ダイエット
　チャレンジャー

ダイエットクルーザー出航!!

第6 期

旭化成パックス（株）人事総務部 張ヶ谷 光展さん
応募
動機

年齢は現在29歳、高校卒業してから11年で20kg太ってし
まいました。運動量は減ったものの、摂取カロリーは横ば
い。当然の結果といえるかもしれません。

半年間
の抱負

就職してからは学生時代続けていたバレーボールをする機
会も減り、運動とは縁の無い生活を送ってきました。今回の
チャレンジでは、生活の中に運動を取り入れて、生活自体の
見直しを図れればと思います。

旭化成パックス（株）経営管理部
情報システム担当 齋藤 靖浩さん
応募
動機

年齢を重ねるごとに身体が動かなくなるのを実感し、体質
改善の切っ掛けにできればと思い応募しました。

半年間
の抱負

あまり無理せず、できる範囲で徐々に体質を改善していける
ように頑張ります。

旭化成ライフサポート（株）
第一営業部 水野 浩義さん
応募
動機

以前は健康よりも美味しい食事をモットーに生活していまし
た。（飲んだ後カレーライスを食べるなどの暴食）

半年間
の抱負

現在は、メタボ指導を行う新事業に従事しており、今までは
自分もメタボであることを「売り」に営業活動を行っており
ましたが、そろそろ心を入れ替えてと思い、今回応募致しま
した。
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⑴
交
通
事
故
等（
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
）

⑵
被
害
者
が
保
険
証
を
使
用
し
て
病
院
等
で
治
療

⑶
被
害
者
は「
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」を
提
出

⑷
健
保
組
合
は
保
険
会
社
等
、加
害
者
へ
医
療
費

の
請
求

⑸
加
害
者
等
は
健
保
組
合
に
医
療
費
の
支
払
い

交
通
事
故
や
犬
や
猫
に
噛
ま
れ
た
な
ど
第
三
者
の
行

為
が
原
因
で
け
が
を
し
た
場
合
は
、被
害
者
は
加
害
者

に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。も
し
、

被
害
者
が
健
康
保
険
証
を
使
用
し
て
治
療
を
受
け
た

場
合
は
、本
来
加
害
者
が
負
担
す
べ
き
医
療
費
を
保

険
者（
健
康
保
険
組
合
）が
払
う
こ
と
に
な
り
、そ
の
費

用
は
加
害
者
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

被
害
者
が
保
険
証
を
使
用
し
た
場
合
に
は
、必
ず

健
康
保
険
組
合
に「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」等

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。届
出
の
様
式
は
旭
化
成
の

イ
ン
ト
ラ
内
の
健
保
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、も
し
く
は
外

部
に
開
設
し
て
い
る
健
保
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.asahikasei-kenpo.or.jp/

）

よ
り
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

健
康
保
険
組
合
で
は
、医
療
費
の
請
求
書
の
中
身

を
チ
ェ
ッ
ク
し
、交
通
事
故
等
の
第
三
者
の
行
為
に
よ

る
も
の
で
は
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
確
認
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。「
外
傷
調
査
表
」が
届
い
た
場

合
に
は
遅
滞
な
く
ご
返
事
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
会
社
の
事
故
や
通
勤
途
上
の
交
通
事
故
は
も
と
も

と
保
険
証
は
使
え
ま
せ
ん
。

○
届
出
な
し
で
、保
険
証
を
使
っ
た
り
示
談
を
す
ま
せ
た

ら
、健
保
組
合
の
立
替
分
は
本
人
に
請
求
し
ま
す
。

第三者（加害者）
並びに保険会社等

旭化成
健康保険組合

病　院旭化成健保の加入者
（被害者）

診療報酬
（医療費）
の支払い

⑵治療

⑶傷病届け
提出

※「外傷調査表」
送付

（
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
）

⑷医療費
請求

⑸医療費支払い

交
通
事
故
で
! 

あ
る
い
は
犬
や
猫
に
噛
ま
れ
て
!

必
ず「
第
三
者
の
行
為
に
よ
る

傷
病
届
」の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

健
康
保
険
証
を
使
用
し
た
ら

健
康
保
険
証
を
使
用
し
た
ら

平成21年度 健康強調月間
　健保連では、健康強調月間にあたり「健康であることの喜
び」を表現した写真を募集します。職場、家庭、野外など場所
は問いません。被写体は老若男女、個人、団体なんでも結構で
す。あなたが感じた“健康”をスナップにしてください。

■応募規定

■応募作品裏面記入事項

■送 り 先 〒107-8558 東京都港区南青山1-24-4
健康保険組合連合会 広報部広報グループ 「フォトコンテスト」係

■締め切り 平成２1年１０月３１日（土）必着

■発　　表 平成２2年１月
入賞者本人及び加入健保組合に通知するほか、健保連発行の機関誌・紙
（「健康保険」、「すこやか健保」新年号）に掲載する予定です。

■審　　査 松野 正雄（日本写真家協会会員）・ 健康保険組合連合会 広報部

■主　　催 健康保険組合連合会

■　　賞 推　薦
特　選
準特選

1名 賞状及び副賞５万円
2名 賞状及び副賞３万円
5名 賞状及び副賞２万円

入　　選 10名 賞状及び副賞１万円
ファミリー賞 20名 賞品

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

フィルムカメラ、デジタルカメラいずれで撮影したものでも構いませんが、作品はすべてプ
リントしたものにてご応募ください。カラーまたは白黒で、サービス判から四ツ切までとしま
す（ワイド四ツ切可）。組み写真、携帯電話の写真機能で撮影したものは不可とします。
デジタルカメラの作品は、レタッチしたものでも構いません（画像合成は不可）。ただし、
その場合、必ずレタッチの内容を明記してください。
被写体の肖像権は、応募者の責任において承諾を得られたものとします。
応募者は健康保険組合の被保険者と被扶養者に限ります。
応募者本人が平成20年 1月1日以降に撮影したもので、未発表作品に限ります。
他のコンテストとの二重応募は不可とします。
応募点数は1人5点までとします。
応募作品は返却いたしません。
入賞作品の版権は本会に帰属し、健保連発行の機関誌・紙、ポスター等に使用する
ことがあります。
入賞者は入賞の通知を受け次第ネガをお送りください。デジタルカメラの場合は、
Windows用にフォーマットしたFD、MOまたはCD-RにJPEG形式にて保存してお
送りください。画像データのサイズは問いません。ただし、ファミリー賞の方はネガまたは
データを提出する必要はありません。
上記規定に違反した場合は、入賞後であっても失格となります。

応募作品の裏面には、以下の事項をもれなく楷書でご記入ください。
①氏名（ふりがなを付けてください）
②住所（郵便番号も忘れずに記入してください）
③電話番号（入賞通知の際必要となります）
④加入健保組合名（必ず保険証で名称を確認してください。支部組合の場合には
　支部名も記入してください。事業所名は記入しないでください。）
⑤画題
⑥撮影データ（撮影日時、カメラの機種、レンズ、フィルム、絞り、シャッター速
度、デジタルカメラの場合はレタッチの内容等、分かる範囲で結構です。）
※ご記入いただいた個人情報は、本コンテストの目的以外で利用することはあ
りません。

健
康
保
険
組
合
か
ら
の
お
願
い

フォトコンテストフォトコンテストフォトコンテスト

健
康
保
険
証
を
使
用
し
た
ら

応募してみませんか？

⑴交通事故
等発生
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　健康のために不可欠なビタミンやミネラルなどの栄養素をカバーするには、1日に350g以上
の野菜が必要。とはいえ毎日とり続けるのは大変なので、楽に食べられる方法を模索しましょう。
「加熱でかさを減らす」「冷凍物を利用する」「具だくさんスープを作る」「フレッシュ野菜ジュース
を作る」などなど。朝からしっかり野菜をとるのも大事なこと。

2009.8
A
ugust

N
o
.1
9
5

発
行
所
　旭
化
成
健
康
保
険
組
合
　
宮
崎
県
延
岡
市
旭
町
2
丁
目
1
番
地
3
　
TE
L0982-22-2900

　なぜ野菜が必要なの？
　理由は、糖質や脂質の代謝をスムーズにするビタミンやミネラルが豊富だから。腸を掃除し、コレステロールも取
り除く食物繊維がたくさん含まれることも野菜のメリットです。また、抗酸化作用や免疫力をアップさせるなど、計り知
れないパワーが備わっていることも、野菜がすすめられる理由のひとつです。

材料と作り方
（2人分）

1人分　エネルギー

からだにいい、
美味しい料理は
自分でつくる

料理・監修／宗像伸子（管理栄養士）

旬野菜、無理せず
それでもしっかり食べたい

たっぷり
野菜をとろう

ラタトゥーユ

90kcal　塩分0.9g

※保健指導における学習教材集より

野菜を賢く食べてメタボ対策

野菜の力

野 菜 は
1 日 3 5 0 g

作り方
①なす、ズッキーニは1cm厚さに切り、玉ねぎは薄く切
る。
②トマトはくし形に切り、ピーマンは輪切りにする。
③ベーコンは1cm幅に切る。
④鍋に油をあたためてにんにくのみじん切り、③を炒め、
ベーコンの油が出てきたら①を入れて炒める。②を
加え、aを入れてふたをして弱火で15分煮る。

野菜ってすごい!!

レタスときゅうりの
サラダ（1人前） 2皿

野菜の煮物
4/5皿

ほうれん草の
お浸し 5皿

具だくさん味噌汁
1.5杯

きゅうりとわかめの
酢の物　3皿

副菜編

なす
ズッキーニ
玉ねぎ
トマト
ピーマン
ベーコン
オリーブ油
にんにく
　 塩
　 ワインビネガー
a  ローリエ
　 ローズマリー

…………………………………………80g（1本）
………………………………60g（1/3本）

……………………………………80g（1/2個）
…………………………………100g（小1個）
……………………………………30g（1個）
…………………………………10g（小1枚）
…………………………………大さじ1/2
………………………………………小1かけ

　…………………………………………小さじ1/4
　 ……………………………小さじ2

 …………………………………………1枚
　……………………………………少々

夏野菜を炒めて煮込む南仏料理。
冷やしてもおいしい。
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